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第４章 環境への負荷の少ない循環型社会の推進 

第１節 ３Ｒの推進に向けた意識の醸成【環境政策課】 

１ ３Ｒの推進に向けた意識の醸成 

大量生産・大量消費・大量廃棄の使い捨て社会から、「もったいない」を根底にした物を大切にし、

豊かな自然をいつくしむ県民性をはぐくみつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展する「しまね循

環型社会」を構築するよう県民、事業者、行政等が連携した推進が必要です。 

 

⑴ 循環型社会構築実現に向けた廃棄物削減等の目標の設定と実績 

第３期しまね循環型社会推進計画（平成28年度～平成32年度）における実績は、表４－１－１の

とおりです。なお、本計画は、廃棄物処理法第５条の５第１項の規定により策定が義務づけられた

「廃棄物処理計画」です。 

① 一般廃棄物の動向 

排出量は、目標値を４千t上回っており、さらに削減が必要です。 

最終処分量は、平成23年度から最終処分量が大きく減少（松江市可燃ごみ溶融処理施設が稼動

し、直接埋立及び焼却残渣が減少）、以降は21～23千tで横ばいに推移していますが、目標値を１

千t上回っており、さらに削減が必要です。 

再生利用率は、平成23年度（松江市可燃ごみ溶融処理施設が稼動し、溶融スラグの利活用事業

がスタート）を境に減少傾向となっており、平成28年度は目標を下回っています。 

② 産業廃棄物の動向 

産業廃棄物の排出量は、一般的には景気の動向などに大きく左右される傾向にあり、変動を繰

り返しながら推移しています。島根県内での特徴として、排出量全体の約70％以上をがれき類、

ばいじん、汚泥が占めています。排出量の増減は土木工事及び石炭火力発電所からの排出量に大

きく影響される傾向にあり、平成28年度は、目標値を130千t下回っています。 

最終処分量は、平成22年度をピークに、その後は、セメント資材などの需要増によるばいじん

の再資源化が進んだこと等により減少傾向にありますが、目標値を５千t上回っています。 

再生利用率（農業を除く）は、概ね50～60％の間を推移しており、平成28年度は56.7％で目標

をわずかに下回っています。 

 表４－１－１ 第３期しまね循環型社会推進計画の目標設定と実績      単位：千ｔ、％ 

指 標 
目標 

Ｈ32年度 
実績 

Ｈ28年度 

一般廃棄物 

排出量 236 240 

最終処分量 20 21 

再生利用率 25 22.6 

産業廃棄物 

排出量 1,700 1,570 

最終処分量 250 255 

再生利用率（農業を除く） 57 56.7 

再生利用率（農業(家畜ふん尿)） 100 100.0 

再生利用率（農業（廃プラ)) 85 81 
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⑵ レジ袋削減に向けた事業者の取組の加速と県民への周知 

① マイバック利用推進啓発の実施 

ごみの発生を減らすために、誰にでもできる身近な取り組みとして「レジ袋削減」に消費者、

事業者及び行政が一体となって取り組んでいます。平成21年度から取り組みを実施しており、無

料配布中止市町村の支援を行いました。 

    「レジ袋削減」に取り組む市町は、８市１町です。 

島根県と包括業務提携協定を締結しているイオン株式会社、株式会社ローソン及び、株式会社

ファミリーマートの各店舗においても県民へのレジ袋削減の周知に協力いただきました。 

② 県民への意識啓発 

県民へ直接ごみ減量化等３Ｒの意識啓発を行うため、ＮＰＯ等と連携して県内で開催されるイ

ベントにブースを出展し、パネル展示や体験コーナーを通じてごみ問題への関心を高める取組を

実施しました。 

・ブース出展イベント（開催日順） 

やすぎ環境フェア（安来市）、グラントワきんさいデー（益田市）、いずも産業未来博2017（出

雲市）、桜江いきいき祭（江津市）、おおだ自然エネルギーパーク2018（大田市） 

 

⑶ 「リユース食器」の普及 

レジ袋削減に次ぐ新たな３Ｒの取組としてReduce（リデュース）、Reuse（リユース）の推進強化

のために、イベントにおける「リユース食器」の使用拡大に取り組みました。 

① 2017まつえ水郷祭共催イベント「しらかた広場夏祭り」の出店業者の一部の商品に「リユース

食器」を使用するモデル事業を昨年度に引き続き実施しました。また、学校行事（安来高校、松

江農林高校、松江商業高校、出雲商業高校、邇摩高校）へのリユース食器導入を支援しました。 

・しらかた広場夏祭り取組成果 

リユース食器使用点数   1,980点、ゴミの削減量 16㎏、 

CO2削減量152㎏（杉の木約11本の年間吸収量） 

② 「大学生」×「環境」交流セミナーを３月に松江市で開催し、リユース食器取り組み事例等を

通じて、ボランティア活動や研究に取り組む学生同士で交流しながら、現在の社会システムが抱

える問題や地域課題の解決と、自身の活動とのつながりを考えました。 

③ ガイドブック「イベントにリユース食器を！」や、キャッチコピー「リユースで、未来へ引き

継ぐみんなの笑顔」の入ったチラシ等を使い、県内イベントでのリユース食器普及に向けて広報

を行いました。 

 

⑷ 環境関連産業の発展に向けた支援の充実 

「しまね循環型社会」の構築にあたっては、リサイクル製品の事業化や基礎研究などを行いまし

た。 

① リサイクル製品の事業化（研究開発、販路拡大） 

ア  研究開発支援【産業振興課】 

産業廃棄物の発生の抑制・減量化・再利用・再生利用に関する研究開発を促進するため県内

の排出事業者が行う研究開発や企業の製品開発を支援しました。 
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資源循環型技術開発補助事業    ４件 

 ・メタン発酵技術の開発 

・鋳物企業から排出される電機炉スラグの排出量調査及びリサイクル技術の確立に向けた調査研究 

・シリコンスラッジを原料としたケイ素化合物ナノ粒子の製造装置開発 

・水溶性廃棄物の燃料化に関する研究 

資源循環型技術基礎研究実施事業    ５件 

 ・廃棄物利用ジオポリマーによる路盤材の製造 

・農水産物残渣の利活用に関する研究 

・フライアッシュの利活用に関する研究 

・バイオフライアッシュの有効利用に関する研究 

・食品製造で生じる廃棄物の減量化および高度利用 

 

イ しまねグリーン製品の認定・普及啓発 

循環資源を利用した製品の利用促進を図ることにより、廃棄物の発生抑制や、再資源化を推

進するため、県の定めた認定基準を満たしたリサイクル製品を、しまねグリーン製品として認

定しました。 

・認定製品数  36社122製品 

② バイオマス資源の利活用の促進【農林水産総務課】 

ア バイオマス利活用に向け策定された計画 

 ・バイオマス活用推進基本法に基づく計画 

     島根県（平成24年度策定）、出雲市（平成25年度策定） 

  ・バイオマス産業都市構想の選定 

     奥出雲町（平成25年度）、隠岐の島町（平成26年度）、飯南町（平成27年度） 

  ・バイオマスタウン構想の策定・公表 

     安来市、美郷町、吉賀町、隠岐の島町、飯南町、益田市、江津市、出雲市、奥出雲町 

イ バイオマスの利活用の取組 

・木質バイオマス発電所が平成27年度より運転 

松江バイオマス発電株式会社（松江市）、合同会社しまね森林発電（江津市） 

・林地残材による燃料チップの生産・出荷体制強化のための取組支援 

     島根県素材流通協同組合員外 

・林地残材バイオマス石炭混焼発電を平成25年度より実施 

中国電力株式会社三隅発電所（浜田市） 

・温浴施設等への木質バイオマスボイラー導入状況 

雲南市：６施設、奥出雲町：２施設、出雲市：１施設、大田市：２施設、川本町：１施設、

美郷町：１施設、浜田市：１施設、江津市：１施設、益田市：２施設、津和野町：１施設、

吉賀町：２施設、隠岐の島町：２施設、安来市：１施設 ＜合計：23施設＞ 
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第２節 環境への負荷の少ない適正処理の推進 

大量生産、大量消費、大量廃棄を伴う今日の経済社会システムは、物質的な豊かさをもたらす一方で

環境への負荷を高めており、循環型社会の形成に向けて、生産、流通、消費のあらゆる段階で廃棄物の

発生抑制に努めるとともに、可能な限り再利用、再資源化に努めることが必要です。 

県では、平成14年３月に「しまね循環型社会推進計画」を策定し、その後の改定を経て、現在は、平

成28年３月に策定した「第３期しまね循環型社会推進計画」により、県民、事業者、行政が連携し、廃

棄物の発生抑制や再利用等の取り組みを進めています。 

また、再利用、再資源化の困難な廃棄物については、適正処理を推進するとともに、環境への配慮を

十分行いながら安全で信頼のある適正な処理施設の確保を図る必要があります。 

１ 一般廃棄物対策【廃棄物対策課】 

住民の生活系から排出されるし尿・ごみ等の処理は、市町村で実施されており、この事業に欠かせ

ない処理施設は計画的に整備されています。 

 

⑴ し尿処理 

平成27年度末における、し尿処理施設の整備状況は、表４－２－１のとおりです。 

 

 表４－２－１ し尿処理施設整備状況（平成28年度末現在） 

設置主体 処理能力kl／日 備 考 

松江市  71.4  

安来市 36  

出雲市 193  

雲南広域連合 90  

大田市 80  

江津市 40 江津市桜江町分を除く。 

邑智郡総合事務組合 43 江津市桜江町分を含む。 

浜田市 125  

益田市 108  

鹿足郡事務組合 27  

隠岐の島町 27  

西ノ島町 10  

合    計  843.4 12施設 

 

⑵ コミュニティ・プラント及び浄化槽 

コミュニティ・プラントは、地域全体のし尿と生活排水を併せて処理する施設ですが、現在、表

４－２－２に示す住宅団地に設置されています。 

浄化槽は、各家庭等のし尿や生活排水を処理する施設で、その状況は、図４－２－１及び表４－

２－３に示すとおりです。浄化槽は、水質汚濁防止の面から適正な維持管理が求められ、保守点検・

清掃・定期検査について理解を深めるよう、取組を進めています。 
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 表４－２－２ コミュニティ・プラント整備状況             （平成28年度末現在） 

市町村名 施設名称 
計画処理 

人口 
計画１日 

最大汚水量 管理体制 竣工年月 処理方式 

松  江  市 
朝日ヶ丘団地 

地域し尿処理施設 
1,450人 680㎥／日 委託 Ｓ63年３月 長時間ばっ気 

益  田  市 
久城団地 

地域し尿処理施設 
501人 381㎥／日 〃 Ｓ47年３月 〃 

出  雲  市 
武志団地 

地域し尿処理施設 
181人 124㎥／日 〃 Ｓ60年11月 回転板接触 

浜  田  市 
竹迫住宅団地 

地域し尿処理施設 
765人 400㎥／日 〃 Ｓ63年12月 長時間ばっ気 

〃 
笠柄住宅団地 

地域し尿処理施設 
678人 360㎥／日 〃 Ｈ２年３月 〃 

〃 
東福井団地 

コミュニティ・プラント 
208人 100㎥／日 〃 Ｈ８年３月 〃 

隠岐の島町 
奥津戸団地 

コミュニティ・プラント 
108人 55㎥／日 〃 Ｈ12年３月 接触ばっ気 

雲  南  市 中山浄化センター 346人 234㎥／日 〃 Ｈ14年３月 
回 分 式 
活性汚泥 

安  来  市 
福頼団地 

コミュニティ・プラント 
86人 34㎥／日 〃 Ｈ26年８月 

回分式 
活性汚泥 
その他 

合 計 ９施設 4,323人 2,368㎥／日    

注）接触ばっ気………接触ばっ気処理方式         回転板接触………回転板接触処理方式 

回分式活性汚泥…回分式活性汚泥処理方式   長時間ばっ気……長時間ばっ気処理方式 

 

 図４－２－１ 年度別浄化槽の設置数（平成29年度末現在） 
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 表４－２－３ 保健所別、人槽別浄化槽設置状況               （平成29年度末現在） 

人槽区分 

 

５～ 

10人 

11～ 

20人 

21～ 

50人 

51～ 

200人 

201～ 

500人 
501人～ 計 

松 江 5,570 354 391 175 29 46 6,565 

雲 南 5,454 178 255 81 24 26 6,018 

出 雲 13,952 816 1,146 239 76 49 16,278 

県 央 7,555 430 587 187 39 28 8,826 

浜 田 12,891 954 1,120 290 79 36 15,370 

益 田 11,267 708 881 260 50 28 13,194 

隠 岐 2,137 

 

143 167 66 22 10 2,545 

合 計 58,826 3,583 4,547 1,298 319 223 68,796 

 

⑶ ごみ処理 

平成27年度末におけるごみ処理施設（焼却）の整備状況は、表４－２－４のとおりです。 

ごみは、最終的に埋立処分を行うこととなりますが、建設費や処理費用の高騰、用地確保の困難

性や再資源化等をより一層推進するために分別収集しなければなりません。このため、リサイクル

プラザ等の施設整備を計画するなど、より最新のごみ処理施設の設置を推進する必要があります。 

「容器包装リサイクル法」に基づく「第７期島根県分別収集促進計画」における分別収集実施市

町村数等は、表４－２－５のとおりです。また、平成27年度の分別収集と再商品化の状況は、表４

－２－６のとおりです。 

 

 表４－２－４ ごみ処理施設（焼却施設）整備状況（平成28年度末現在） 

設置主体 処理能力ｔ／日 備 考 

松江市 255.0 溶融施設 

安来市 52.0 休止中 

出雲市 218.00 

 

溶融施設 

雲南市・飯南町事務組合 30.0 ごみ燃料化施設 

奥出雲町 20.0  

邑智郡総合事務組合 12.0  

浜田地区広域行政組合 98.0 溶融施設 

益田地区広域市町村圏事務組合 62.0  

隠岐の島町 25.0  

西ノ島町 10.0  

海士町 7.0  

知夫村  1.56  

合 計 790.56 12施設 

 

  

4-2 

環
境
へ
の
負
荷
の
少
な
い

適 

正 

処 

理 

の 

推 

進 



第４章 環境への負荷の少ない循環型社会の推進 

 

－63－ 

 

 表４－２－５ 第８期島根県分別収集促進計画に基づく分別収集実施市町村数等 

品目名 

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 

実施 

市町 

村 

収集 

見込み量 

トン 

実施 

市町 

村 

収集 

見込み量 

トン 

実施 

市町 

村 

収集 

見込み量 

トン 

実施 

市町 

村 

収集 

見込み量 

トン 

実施 

市町 

村 

収集 

見込み量 

トン 

無色のガラス製容器 18 1,414 19 1,450 19 1,435 19 1,425 19 1,412 

茶色のガラス製容器 18 1,369 19 1,398 19 1,382 19 1,372 19 1,358 

そ の 他 の 色 の  
ガ ラ ス 製 容 器  18 884 19 898 19 905 19 913 19 919 

紙 製 容 器 包 装  
製 容 器 包 装 ７ 749 ７ 734 ７ 719 ７ 717 ７ 711 

ペットボトル容器 19 1,107 19 1,106 19 1,105 19 1,102 19 1,097 

プ ラ ス チ ッ ク  
製 容 器 包 装 11 3,367 12 3,371 12 3,325 12 3,311 12 3,285 

スチール製容器包装 19 463 19 460 19 455 19 451 19 446 

ア ル ミ ニ ウ 
製 容 器 包 装 19 906 19 904 19 898 19 896 19 890 

段 ボ ー ル 製 16 4,523 16 4,483 16 4,445 16 4,429 16 4,410 

紙 パ ッ ク 15 214 15 214 15 213 15 213 15 211 

合     計  14,997  15,018  14,881  14,831  14,739 

 

 表４－２－６  容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績 

品目名 

分別収集量 再商品化量 分別収集実施市町村数 

平成29年度 
年間分別収 
集見込み量 
①（計画量） 

平成29年度 
年間分別 
収集量 

②（実績量） 

達成率 
②／① 

年間 
再商品化 

量③ 

再商品化 
率③／② 

平成29年 
度分別収 
集予定市 
町村数④ 

実施 
市町村 
数⑤ 

実施率 
⑤／④ 

無色のガラス製容器 1,414トン 1,215トン 85.9% 1,197トン 98.5% 18 18 100% 

茶色のガラス製容器 1,369トン 1,157トン 84.5% 1,084トン 93.7% 18 18 100% 

そ の 他 の 色 の  
ガ ラ ス 製 容 器  884トン 1,084トン 122.6% 1,079トン 99.5% 18 16 88.9% 

紙 製 容 器 包 装  749トン 528トン 70.5% 523トン 99.1% ７ 6 85.7% 

ペットボトル容器 1,107トン 908トン 82.0% 878トン 96.7% 19 17 89.5% 

プ ラ ス チ ッ ク  
製 容 器 包 装 3,367トン 3,382トン 100.4% 3,266トン 96.6% 11 11 100% 

スチール製容器包装 463トン 360トン 77.8% 349トン 96.9% 19 19 100% 

ア ル ミ ニ ウ 
製 容 器 包 装 906トン 786トン 86.8% 727トン 92.5% 19 19 100% 

段 ボ ー ル 製 4,523トン 3,225トン 71.3% 3,177トン 98.5% 16 15 93.8% 

紙 パ ッ ク 214トン 149トン 69.6% 147トン 98.7% 15 13 86.7% 

合     計 14,997トン 12,794トン 85.3% 12,427トン 97.1%    

 ※実施市町村数は、平成30年３月末時点の数値。 
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⑷ １人１日当たり総排出量・リサイクル率（上位５、下位３市町村） 

表４－２－７のとおりです。 

 

 表４－２－７ １人１日当たり総排出量・リサイクル率（上位５、下位３市町村）   （平成28年度） 

 

 

 

  

１人１日当たり総排出量（ｇ／人・日） 

１位 邑  南  町 654 

２位 吉  賀  町 691 

３位 雲  南  市 696 

４位 美  郷  町 711 

５位 安  来  市 744 

… … … 

17位 西 ノ 島 町 1,405 

18位 隠 岐 の 島 町 1,407 

19位 海  士  町 1,579 

 

リサイクル率（％） 

１位 雲  南  市 52.7 

２位 邑  南  町 38.7 

３位 美  郷  町 34.1 

４位 吉  賀  町 32.7 

５位 川  本  町 30.4 

… … … 

17位 奥 出 雲 町 10.2 

18位 隠 岐 の 島 町 6.6 

19位 西 ノ 島 町 1.1 
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２ 産業廃棄物対策【廃棄物対策課】 

⑴ 産業廃棄物処理計画 

平成28年３月に策定した「第３期しまね循環型社会推進計画」において目標を定めて、産業廃棄

物の発生抑制や再生利用及び適正処理を推進しています。 

 

⑵ 処理体系 

産業廃棄物の処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者（排出者）の責任に

おいて自ら適正に処理しなければなりません。事業者自らが処理困難のときは、知事の許可を受け

た産業廃棄物処理業者に委託して処理することができますが、この場合にあっても排出事業者は適

正処理責任を負うことになります。 

 

⑶ 産業廃棄物処理施設（許可対象施設）の状況等 

産業廃棄物を適正に処理するためには、事業者あるいは産業廃棄物処理業者による処理施設の整

備が必要です。平成29年度末における県下の産業廃棄物処理施設の設置状況は、表４－２－８及び

４－２－９のとおりです。 

産業廃棄物最終処分場の監視指導のため、６施設において放流水・浸透水及び地下水等中の有害

物質等を測定した結果は表４－２－10のとおりで、すべての施設において放流水・浸透水及び地下

水等とも基準以内の結果となりました。 

産業廃棄物焼却施設における排ガス中のダイオキシン類濃度を調査した結果は表４－２－11のと

おりです。このうち、１施設において、排出基準を超過する結果の報告がありましたが、改善指導

等を行い、再測定では排出基準以内であることを確認しています。 

 

⑷ 産業廃棄物処理業者の状況 

産業廃棄物の適正処理を推進するためには、事業者自身における処理体制の充実を図っていくこ

とが必要です。一方、（一社）島根県産業廃棄物協会を中心として、健全な処理業者の育成を図って

いくことも必要です。 

平成29年度末における許可の区分別業者数は、表４－２－12のとおりです。 

 

⑸ （公財）島根県環境管理センター 

県民の環境保全に対する意識が高まるとともに、民間事業者による産業廃棄物処理施設の新規設

置が困難な状況の中、公共関与により産業廃棄物処分場を確保し、産業廃棄物の適正処理を推進す

るという観点から、事業者、市町村、県が出損して㈶島根県環境管理センターを平成４年３月に設

立して、県全域から産業廃棄物を受け入れるために、「クリーンパークいずも」を整備し、平成14

年４月から供用しています。 

平成19年11月に管理型第２期処分場、平成28年12月に管理型第３期処分場の整備を行い、平成29

年３月に供用を開始しました。施設の状況は、表４－２－13のとおりです。なお、当センターは、

島根県における産業廃棄物の広域的な処理の確保を図るため、平成12年12月に国から「廃棄物処理

センター」の指定を受けています。 

また、平成23年４月に県の認定を受けて、公益財団法人へ移行しました。 
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 表４－２－８ 産業廃棄物中間処理施設設置状況（許可対象施設）     （平成29年度末現在） 

設置者区分 事業者 処理業者 公   共 計 

汚でいの脱水施設 0 4 0 4 

汚でいの乾燥施設 0 3 0 3 

汚でいの焼却施設 0 2 0 2 

廃油の油水分離施設 0 1 0 1 

廃油の焼却施設 0 3 0 3 

廃酸又は廃アルカリの中和施設 0 0 0 0 

廃プラスチック類の破砕施設 1 16 2 19 

廃プラスチック類の焼却施設 1 3 0 4 

木くず又はがれき類の破砕施設（みなし許可施設含む） 6 144 2 152 

コンクリート固形化施設 0 0 0 0 

水銀を含む汚でいのばい焼施設 0 0 0 0 

シアンの分解施設 1 0 0 1 

産業廃棄物の焼却施設（特定施設含む） 1 7 0 8 

計 10 183 4 197 

 

 表４－２－９ 産業廃棄物最終処分場施設設置状況（稼働中許可対象施設） （平成29年度末現在） 

設置者区分 事業者 処理業者 公   共 計 

遮 断 型 処 分 場 0 0 0 0 

安 定 型 処 分 場 0 9 1 10 

管 理 型 処 分 場 3 3 1 7 

計 3 12 2 17 

 

 表４－２－10 産業廃棄物最終処分場（許可対象施設）監視指導調査結果    （平成29年度末現在） 

施設区分 調査施設数 調査対象 基準適合数 基準超過数 

管理型処分場 2 
放流水 2 0 

地下水等 2 0 

安定型処分場 4 
浸透水 4 0 

地下水 4 0 

測定項目 最終処分場に係る技術上の基準を定める省令による測定項目等及びダイオキシン類（ダイオキシン 

類は管理型のみ） 
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 表４－２－11  産業廃棄物焼却施設（許可対象施設）種類別の排ガス中のダイオキシン類濃度 

 Ｈ28.4.1～29.3.31の間に稼働中の施設 

区分 施設数 
排ガス中のダイオキシン類濃度（ng-TEQ/㎥） 

平均値 中央値 最小値～最大値 

島
根
県
内 

合計 
7 

（3） 
2.75 

（2.38） 

0.33 

（0.038） 

0.011～7.8 

（0.011～7.1） 

 廃プラスチック類 
4 

（3） 
2.71 

（2.38） 

1.87 

（0.038） 

0.011～7.1 

（0.011～7.1） 

汚 泥 全て廃プラスチック類に含む    

廃 油 全て廃プラスチック類に含む    

その他（木くず等） 
3 

（0） 2.8 0.33 0.26～7.8 

未測定等 2    

 注）１．（   ）は新設の基準適用施設 

   ２．未測定等はすべて廃止済み若しくは休止中 

 

 

（参考）廃棄物焼却施設の排ガス中におけるダイオキシン類の排出基準 

燃焼室の処理能力 新設の基準 既設の基準 

４ｔ／時以上 0.1ng-TEQ/㎥ １ng-TEQ/㎥ 

２ｔ／時～4ｔ／時 １ng-TEQ/㎥ ５ng-TEQ/㎥ 

２ｔ／時未満 ５ng-TEQ/㎥ 10ng-TEQ/㎥ 

 

 

表４－２－12 産業廃棄物処理業者数 
（平成29年度末現在） 

区   分 

産業廃棄物処理業者 特別管理産業廃棄物処理業者 

  
業 者 数 

（実数） 
収集運搬業 

処分業 

（最終処分） 

業 者 数 

（実数） 
収集運搬業 

処分業 

（最終処分） 

県内 962 942 122（10） 85 84 4（2） 

県外 719 718 6（0） 154 154 － 

合計 1681 1660 128（10） 239 238 4（2） 

 

 

表４－２－13 クリーンパークいずも施設状況 
（平成29年度末現在） 

区   分 
管理型埋立地 

安定型埋立地 全 体 
第１期 第２期 第３期 

埋  立  面  積 19千㎡   23千㎡   39千㎡   40.4千㎡   82.4千㎡   

埋  立  容  量 277千㎥   463千㎥   670千㎥   518千㎥   1,928千㎥   

残 余 容 量 

（Ｈ30年３月末） 
600千㎥ 518千㎥   1,118千㎥   
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３ 畜産に係る環境汚染の現況【畜産課】 

畜産業は食料の供給源として重要な役割を担っていますが、他方では環境汚染の一因として取り上

げられています。家畜排せつ物に起因する環境汚染に対する住民からの苦情の状況は、図４－２－２

のとおりです。平成29年は10件となっており、近年は減少傾向で推移しています。苦情の種類別では、

悪臭の割合が減少しました。 
 

４ 家畜ふん尿処理対策【農産園芸課、畜産課】 

⑴ 土壌還元の促進 

近年、畜産は専業化による規模拡大が進んでいます。これと並行して家畜排せつ物の不適切な管

理が生じることが無いよう、「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」に基づき、

家畜排せつ物の適正管理と利用を推進してきました。 

畜産農家は、畜産公害の発生を防ぐために責任をもって家畜排せつ物を処理しなければならない

ことはもちろんですが、同時に有機質肥料として耕種農家に供給することも必要であり、雑草種子

等の死滅や生育障害物質を含んでいないなど、良質で使い易い有機質肥料を生産・供給することが

重要です。 

また、家畜排せつ物の有効な利活用を促進するために、耕畜連携の取組みを一層推進することが

必要です。 

 

⑵ 実態把握と指導体制の整備 

畜産環境保全対策機能分担は図４－２－３のとおりであり、各農林振興センター等が中心となっ

て畜産の経営形態に即した具体的な指導を実施しています。 

 

⑶ 助成・融資などの措置 

家畜排せつ物の適正な処理による環境保全のため、各種補助事業やリース、融資事業の活用を畜

産農家等へ助言しています（平成30年度事業一覧は、図４－２－４のとおり）。 
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 図４－２－２ 環境汚染に対する苦情の推移 

 ① 畜種別件数の推移（件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 各苦情別割合の推移（％） 
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 図４－２－３  畜産環境保全対策機能分担 
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推進
スイシン

環境政策課

１ 水質
スイシツ

事故
ジコ

・水質
スイシツ

苦情
クジョウ

に関
カン

すること

２ 悪臭
アクシュウ

対策
タイサク

の推進
スイシン

１ 水
ミズ

環境
カンキョウ

保全
ホゼン

に関
カン

すること

２ 公害
コウガイ

苦情
クジョウ

の取
ト

りまとめに関
カン

するこ

   と

３ 廃棄物
ハイキブツ

の適正
テキセイ

処理
ショリ

に関
カン

すること

保健所

廃棄物対策課

 畜産技術センター １ 家畜
カチク

糞尿
フンニョウ

の処理
ショリ

に係
カカ

る研究
ケンキュウ

２ 家畜
カチク

排
ハイ

せつ物
ブツ

の堆肥化
タイヒカ

技術
ギジュツ

試験
シケン

畜
チク

　産
サン

　課
カ

農産
ノウサン

園芸
エンゲイ

課
カ

１ 地域
チイキ

における取組
トリクミ

の市町村
シチョウソン

、ＪＡ

   ほか関係
カンケイ

機関
キカン

との連携
レンケイ

強化
キョウカ

２ 飼養
シヨウ

農家
ノウカ

の実態
ジッタイ

把握
ハアク

、畜産
チクサン

環境
カンキョウ

汚
オ

   染
ソメ

の実態
ジッタイ

把握
ハアク

３ 環境
カンキョウ

保全
ホゼン

に関
カン

する指導
シドウ

４ 補助
ホジョ

事業
ジギョウ

及
オヨ

び融資
ユウシ

事業
ジギョウ

の推進
スイシン

５ たい肥
ヒ

の利用
リヨウ

推進
スイシン

６ 堆肥
タイヒ

舎
シャ

の管理
カンリ

及
オヨ

び家畜
カチク

糞尿
フンニョウ

の処理
ショリ

   に関
カン

する指導
シドウ

 隠岐
オキ

支庁
シチョウ

農政
ノウセイ

・普及
フキュウ

部
ブ

 農林
ノウリン

振興
シンコウ

センター農政
ノウセイ

部
ブ

農産園芸課

堆肥の製造・販売の

届出

融資等事業指導

基本的施策の検討

事業推進

農業経営指導 
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 図４－２－４  家畜排せつ物処理施設整備に係る主な事業と助成制度（平成30年度） 
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共同で設置
する場合

国庫
補助事業

強い農業づくり交付金
〔非公共〕

畜産周辺環境影響低減施設の整備

　畜産に起因する悪臭や排水による周辺環境
への影響を低減し、環境に配慮した畜産経営
を確立するために必要な施設等を整備

・整備内容：脱臭施設、浄化処理施設、
　　　　　　一体的に整備する設備
・事業実施主体：農業者団体等
・補助率：1/2以内

農山漁村地域整備交付金
〔公共〕

畜産環境総合整備事業

　家畜排せつ物処理施設の整備及び堆肥の還
元用草地の整備等

・整備内容：家畜排せつ物土地還元施設、
　　　　　　水質汚濁防止基盤整備、
　　　　　　家畜排せつ物処理施設
　　　　　　草地造成、整備改良等
・事業実施主体：都道府県
                事業指定法人等
・補助率：1/2等

畜産・酪農収益力強化整備等
特別対策事業

（畜産クラスター事業）
〔非公共〕

家畜排せつ物処理施設の整備

　地域の畜産の収益性向上に資する施設整備
等

・整備内容：堆肥処理施設、
            汚水処理施設等、
　　　　　　脱臭施設
・事業実施主体：畜産クラスター協議会
（事業取組主体：畜産クラスター計画に
　　定められた中心的な経営体）
・補助率：1/2以内

個人で設置
する場合

リース
畜産環境整備リース事業

(通常リース）
　附加貸付料：0.7%（平成30年10月現在）
　　※条件により 0.5%の場合あり

日本政策金融公庫資金
(畜産経営環境調和推進資金)

　0.4%（金利は平成30年10月現在）
　　※共同で設置する場合もあり

融　資 農業近代化資金（１号） 　0.4%（金利は平成30年10月現在）

日本政策金融公庫資金
（農業改良資金）

　無利子


